
⑥ ひとり親家庭医療証の交付に関する相談と申請

【内容】

【持ち物】

【担当課】

電話：072-841-1359

18歳年度末までの児童を監護するひとり親家庭等を対象とし、

病院等で診療を受けるときの保険診療に係る医療費の助成を受けるための

ひとり親家庭医療証の交付に向けての相談ができます。

市民生活部　医療助成・児童手当課

①児童扶養手当の受付済証（ない場合は口頭で確認)

②対象者全員の健康保険の資格が分かるもの（資格確認書・マイナポータルの健康保険

資格確認画面など）のコピー

③請求者と対象児童の戸籍謄本（児童扶養手当へ提出済ならば、医療助成への提出は不

要）

④対象者全員の個人番号（マイナンバー）が分かるもの

⑤年金証書等年金番号が分かるもののコピー（受給中の方のみ）


